
 
 

 
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

  
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
（

平
成

十
七

年
青

森
市

条
例

第
二

百
三

十
一

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。
 

 
第

二
条

第
二

項
第

一
号

イ
中

「
市

民
政

策
部

、
総

務
部

、
財

務
部

」
を

「
総

務
部

、
企

画
部

、
税

務
部

」
に

改
め

、
同

項
第

二
号

中
「

市
民

生
活

部
」

を
「

市
民

部
」

に
改

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

三
十

年
四

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
現

に
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

青
森

市
議

会
委

員
会

条
例

第
二

条
に

規
定

す
る

常
任

委
員

会
（

以
下

｢
旧

委
員

会
｣
と

い
う

。
）
の

委
員

、
委

員
長

及
び

副
委

員
長

と
し

て
選

任
又

は
互

選
さ

れ
て

い
る

者
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

青
森

市
議

会
委

員
会

条
例
（

以

下
｢
改

正
後

の
条

例
｣
と

い
う

。
）
第

二
条

に
規

定
す

る
常

任
委

員
会

の
委

員
、
委

員
長

及
び

副
委

員
長

と
し

て
選

任
又

は
互

選
さ

れ
た

も
の

と
み

な

し
、

そ
の

任
期

は
、

改
正

後
の

条
例

第
三

条
第

一
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

旧
委

員
会

に
お

け
る

委
員

の
残

任
期

間
と

す
る

。
 

３
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
現

に
旧

委
員

会
に

付
託

さ
れ

て
い

る
事

件
は

、
改

正
後

の
条

例
第

二
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

事
件

を
所

管
す

る
こ

と
と

な
る

常
任

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
も

の
と

み
な

す
。
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◇
 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
 

 提
案

理
由
 

 
青

森
市

事
務

分
掌

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
所

要
の

改
正

を
す

る
た

め
、

提
案

す
る

も
の

で
あ

る
。
 


